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２．住民税の所得控除等一覧

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１,６５０,０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,６５０,０００円超　　３,３００,０００円以下

収入金額×３０％＋１６５,０００円

（４）　３,３００,０００円超　　６,０００,０００円以下

収入金額×２０％＋４９５,０００円

（５）　６,０００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,０９５,０００円

（６）　１０,０００,０００円超

収入金額×  ５％＋１,５９５,０００円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×

５％）と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額　２００万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

一般の生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ

下表より求めた控除額の合計

  支払金額が15,000円以下の場合

  支払金額が15,000円を超え40,000円以下の場合   支払金額×1/2＋  7,500円

  支払金額が40,000円を超え70,000円以下の場合   支払金額×1/4＋17,500円

  支払金額が70,000円を超える場合

短期損害保険の場合

支払金額が１,０００円以下 支払金額全額

         １,０００円超　３,０００円以下 支払金額×１/２＋５００円

         ３,０００円超 ２,０００円（限度額）

長期損害保険の場合

支払金額が５,０００円以下 支払金額全額

         ５,０００円超　１５,０００円以下 支払金額×１/２＋２,５００円

         １５,０００円超 １０,０００円（限度額）

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１０,０００円）

｛（支払った寄附金の額）と（総所得金額等×２５％）

とのいずれか少ない方の金額｝－１０万円

障 害 者 ２６万円（特別障害者　２８万円）

老 年 者 ４８万円

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

３１万円 ３３万円

　　（老　　　　　　　 人　３６万円） 　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居特別障害者　５２万円） 　　（同居特別障害者　５４万円）

３１万円（特定扶養　　 ３９万円） ３３万円（特定扶養　　 ４１万円）

　　（老　　　　　　　 人　３６万円） 　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居老親等　　　　４３万円） 　　（同居老親等　　　　４５万円）

　　（同居特別障害者　５２万円） 　　（同居特別障害者　５４万円）

配 偶 者
特 別 控 除

最高　３１万円 最高　３３万円

基 礎 ３１万円 ３３万円

　※平成元年度から、老人配偶者控除又は老人扶養控除と障害者控除との重複適用ができる。

項　　目

配 偶 者

雑 損

医 療 費

給 与 所 得 控 除

平　　成　　６　　年　　度

所

得

控

除

平　　成　　７　　年　　度

同　　左

同　　左

同　　左

扶 養

寄 附 金

損 害 保 険 料

生 命 保 険 料
その金額

35,000円

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左
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２．住民税の所得控除等一覧(続)

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０,０００,０００円超

収入金額×  ５％＋１,７００,０００円

・６５歳以上の者 ・６５歳以上の者

(1) 260万円以下                  1,400,000円 (1) 330万円以下                  1,200,000円

(2) 260万円超  460万円以下 (2) 330万円超  410万円以下

収入金額×25％+75万円 収入金額×25％+37万5千円

(3) 460万円超  820万円以下 (3) 410万円超  770万円以下

収入金額×15％+121万円 収入金額×15％+78万5千円

(4) 820万円超 (4) 770万円超

収入金額×5％+203万円 収入金額×5％+155万5千円

・６５歳未満の者 ・６５歳未満の者

(1) 130万円以下                     700,000円 (1) 130万円以下                     700,000円

(2) 130万円超  410万円以下 (2) 130万円超  410万円以下

収入金額×25％+37万5千円 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 (3) 410万円超  770万円以下

収入金額×15％+78万5千円 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 (4) 770万円超

収入金額×5％+155万5千円 収入金額×5％+155万5千円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×

５％）と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額200万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

一般の生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ

下表より求めた控除額の合計（限度額7万円）

  支払金額が15,000円以下の場合

  支払金額が15,000円を超え40,000円以下の場合   支払金額×1/2＋  7,500円

  支払金額が40,000円を超え70,000円以下の場合   支払金額×1/4＋17,500円

  支払金額が70,000円を超える場合

短期損害保険の場合

支払金額が１,０００円以下 支払金額の全額

         １,０００円超　３,０００円以下 支払金額×１/２＋５００円

         ３,０００円超 ２,０００円（限度額）

長期損害保険の場合

支払金額が５,０００円以下 支払金額の全額

         ５,０００円超　１５,０００円以下 支払金額×１/２＋２,５００円

         １５,０００円超 １０,０００円（限度額）

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１０,０００円）

｛（支払った寄附金の額）と（総所得金額等×２５％）

とのいずれか少ない方の金額｝－１０万円

障 害 者 ２６万円（特別障害者　３０万円）

老 年 者 ４８万円

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

３３万円

　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居特別障害者　５６万円）

３３万円（特定扶養　　 ４５万円）

　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居老親等　　　　４５万円）

　　（同居特別障害者　５６万円）

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎 ３３万円

(※)　他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で合計所得金額が３８万円を超え７６万円未満の者

最高　３３万円
（※）

支払金額の全額

35,000円

平　成　１8　年　度

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

平成19年度

同　　左

生 命 保 険 料所

得

控

除

損 害 保 険 料

寄 附 金

平　成　１７　年　度

同　　左

同　　左

廃　　止

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

項　　目

給与所得控除

年金所得控除

雑 損

医 療 費

配 偶 者

扶 養

同　　左

同　　左
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２．住民税の所得控除等一覧(続)

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０,０００,０００円超

収入金額×  ５％＋１,７００,０００円

・６５歳以上の者

(1) 330万円以下                  1,200,000円

(2) 330万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

・６５歳未満の者

(1) 130万円以下                     700,000円

(2) 130万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額200万円）

社 会 保 険 料

一般の生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ ①旧契約に基づく保険料の支払金額が ②新契約に基づく保険料の支払金額が

下表より求めた控除額の合計（限度額7万円）   15,000円以下の場合 支払金額全額   12,000円以下の場合 支払金額全額

  15,000円超　40,000円以下 支払金額×1/2＋7,500円   12,000円超　32,000円以下 支払金額×1/2＋6,000円

  支払金額が15,000円以下の場合   40,000円超　70,000円以下 支払金額×1/4＋17,500円   32,000円超　56,000円以下 支払金額×1/4＋14,000円

  支払金額が15,000円を超え40,000円以下の場合   支払金額×1/2＋  7,500円   70,000円超 35,000円   56,000円超 28,000円

  支払金額が40,000円を超え70,000円以下の場合   支払金額×1/4＋17,500円 （一般・個人年金それぞれに適用） （一般・個人年金・介護医療それぞれに適用）

  支払金額が70,000円を超える場合 ①②共にある場合 上記の合計額 （限度額７万円）

平成19年分より損害保険料控除は廃止。平成18年12月31日

までに契約した長期損害保険料は、地震保険料控除に改組

①地震保険料の場合

支払金額が５０，０００円以下 支払金額×１/２

支払金額が５０，０００円超 25,000円(限度額)

②長期損害保険の場合

支払金額が５,０００円以下 支払金額の全額

  ５,０００円超　１５,０００円以下 支払金額×１/２＋２,５００円

  １５,０００円超 １０,０００円（限度額）

①・②共にある場合 上記の合計額（限度額25,000円）

寄 附 金

障 害 者

老 年 者

寡 婦 （ 寡 夫 ）

勤 労 学 生

配 偶 者 ３３万円 （老　　　 人　 　　３８万円）

３３万円 （１６歳未満の者を除く）

（特定扶養　　　　　　４５万円）

（老　　　人　　　　　　３８万円） （７０歳以上の者）

（同居老親等　　　　４５万円） （　　　　〃　　　　）

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎

(※)　他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で合計所得金額が３８万円を超え７６万円未満の者

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

平成２５年度

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

項　　目

給与所得控除

支払金額の全額

35,000円

平成２０年度の税制改正により、所得控除から税額控除に変更

支払った金額

年金所得控除

平成２４年度

扶 養

所

得

控

除

損 害 保 険 料

医 療 費

生 命 保 険 料

雑 損

２６万円（特別障害者　３０万円）（同居特別障害者加算　２３万円）

廃　　止

２６万円（母子家庭　３０万円）

２６万円

最高　３３万円
（※）

３３万円

（１９歳以上２３歳未満の者）



（ ）　 　　 （ ）　 　　

（ ）　 　　 金 （ ）　 　　 　　　 金

（ ）　 　　 （ ）　 　　

金 金

（ ）　 　　 （ ）　 　　

金 金

（ ）　 　 （ ）　 　

金 金

（ ）　 　 （ ）　 　

金   金   

（ ）　 　　 （ ）　 　　

                  

   金

   金

 金

                     

   金

   金

 金

（ ） （ 金 ）

（ ） （ 金 ）

金

（ 度 ）

金

金 金

  金   金

  　 金   　 金

  　 金   　 金

    

（ 年金 ） （ 年金 ）

（ 度 ）

年分 年

地

地

　　　　　 金 　　　 金

　　　　　 金 　　　 度

　　　　　 金 　　　 金

     　    　 　　　 金

    　     　　　 （ 度 ）

　　 （ 度 ）

金

（ 　 ）（ 　 ）

年

（ ） （ 家 　 ）

　　（ 　　　 　 　　 ）

（ ）

　　（ 定 　　　　　　 ） （ ）

　　（ 　　　 　　　　　　 ） （ ）

　　（ 　　　　 ） （　　　　 　　　　）

　 金

年金

　　

　　

　　

　
（ ）

　　

　　

年度 税 税 　　

　　

　　

　　

　 　 　年　度

　　

　　

　　

　　

　　

　　 　 　 　年　度　　 　 　 　 　年　度
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２．住民税の所得控除等一覧(続)

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０，０００，０００円超　　２，２００，０００円

・６５歳以上の者

(1) 330万円以下                  1,200,000円

(2) 330万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

・６５歳未満の者

(1) 130万円以下                     700,000円

(2) 130万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

①（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

　　と１０万円とのいずれか低い金額｝　　　　　（限度額200万円）

②（特定一般用医薬品等購入費－補てん額）－12,000円　　　（限度額88,000円）

上記 ①、②のいずれか

社 会 保 険 料 支払った金額

①旧契約に基づく保険料の支払金額が ②新契約に基づく保険料の支払金額が

  15,000円以下の場合 支払金額全額   12,000円以下の場合 支払金額全額

  15,000円超　40,000円以下 支払金額×1/2＋7,500円   12,000円超　32,000円以下 支払金額×1/2＋6,000円

  40,000円超　70,000円以下 支払金額×1/4＋17,500円   32,000円超　56,000円以下 支払金額×1/4＋14,000円

  70,000円超 35,000円   56,000円超 28,000円

（一般・個人年金それぞれに適用） （一般・個人年金・介護医療それぞれに適用）

①②共にある場合 上記の合計額（限度額７万円）

平成19年分より損害保険料控除は廃止。平成18年12月31日までに契約した長期損害保険料は、地震保険料控除に改組

①地震保険料の場合 ②長期損害保険の場合

　支払金額が５０，０００円以下 支払金額×１/２ 　支払金額が５,０００円以下 支払金額の全額

　支払金額が５０，０００円超 25,000円(限度額)    ５,０００円超　１５,０００円以下 支払金額×１/２＋２,５００円

   １５,０００円超 １０,０００円（限度額）

①②共にある場合 上記の合計額（限度額25,000円）

寄 附 金 平成２０年度の税制改正により、所得控除から税額控除に変更

障 害 者 ２６万円（特別障害者　３０万円）（同居特別障害者加算　２３万円）

老 年 者 　 廃　　止

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

納税者の合計所得金額が ９００万円以下 ３３万円　（ 老人　３８万円 ）

９００万円超９５０万円以下 ２２万円　（ 老人　２６万円 ）

９５０万円超１，０００万円以下 １１万円　（ 老人　１３万円 ）

１，０００万円超 控除なし

３３万円 （１６歳未満の者を除く）

　　（特定扶養　　　　４５万円）（１９歳以上２３歳未満の者）

　　（老　　　人　　　　３８万円）（７０歳以上の者）

　　（同居老親等　 　４５万円）（　　　　〃　　　　）

納税者の合計所得金額が ９００万円以下 最高３３万円

９００万円超９５０万円以下 最高２２万円

９５０万円超１，０００万円以下 最高１１万円

１，０００万円超 控除なし

※他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で

　 配偶者の合計所得金額が３８万円を超え１２３万円以下の者

基 礎 ３３万円

平成30年度

同　　左

項　　目

給与所得控除

年金所得控除

所

得

控

除

最高　３３万円
※他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で合計
所得金額が３８万円を超え７６万円未満の者

〃

〃

〃

同　　左

令和元年度

同　　左

同　　左

雑 損

医 療 費

生 命 保 険 料

損 害 保 険 料

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

〃

〃

扶 養

配 偶 者 ３３万円　　（老　　　 人　 　　３８万円）

配 偶 者
特 別 控 除

同　　左

〃
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　（参考）所得税の所得控除一覧

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額　２００万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

支払金額が

  25,000円以下の場合

  25,000円超　　50,000円以下 支払金額×1/2＋12,500円

  50,000円超　100,000円以下 支払金額×1/4＋25,000円

  100,000円超

（個人年金保険料についても生命保険料控除と同じ仕組みで別枠控除される。）

短期損害保険の場合

支払金額が2,０００円以下 支払金額全額

       ２,０００円超　４,０００円以下 支払金額×１/２＋１,０００円

       ４,０００円超 ３,０００円

長期損害保険の場合

支払金額が１０,０００円以下 支払金額全額

       １０,０００円超　２０,０００円以下 支払金額×１/２＋５,０００円

       ２０,０００円超 １５,０００円

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１５,０００円）

｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の２５％）

とのいずれか少ないほうの金額｝－１万円

障 害 者 ２７万円（特別障害者　３５万円）

老 年 者 ５０万円

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２７万円（母子家庭　３５万円）

勤 労 学 生 ２７万円

３５万円 ３８万円

　　（老　　　　　　　 人　４５万円） 　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居特別障害者　６５万円） 　　（同居特別障害者　６８万円）

３５万円（特定扶養　　 ４５万円） ３５万円（特定扶養　　 ５０万円） ３８万円（特定扶養　　 ５３万円）

　　（老　　　　　　　 人　４５万円） 　　（老　　　　　　　 人　４５万円） 　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居老親等　　　　５５万円） 　　（同居老親等　　　　５５万円） 　　（同居老親等　　　　５８万円）

　　（同居特別障害者　６５万円） 　　（同居特別障害者　６５万円） 　　（同居特別障害者　６８万円）

配 偶 者
特 別 控 除

最高　３５万円

基 礎 ３５万円 同　　左

最高　３８万円

３８万円

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

平　成　７～９　年　分

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

支払金額全額

50,000円

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

扶 養

寄 附 金

損 害 保 険 料

同　　左

生 命 保 険 料

配 偶 者

項　　目 平　　成　　５　　年　　分 平　成　６　年　分

同　　左

同　　左

雑 損

医 療 費

同　　左



　　（ 　　　　　　　 　 ）

　　（ 　 ）

（ 定 　　 ） （ 　　 ） （ 定 　　 ）

　　（ 　　　　　　　 　 ） 　　（ 　定　 　 　    ） 　　（ 　　　　　　　 　 ）

　　（ 　　　　 ） 　　（ 　　　　　　　 　 ） 　　（ 　　　　 ）

　　（ 　 ） 　　（ 　　　　 ） 　　（ 　 ）

　　（ 　 ）

　　 　　 　　

　　

　 （

金
）

　　

　　

　　

　　 　　

　　

　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　 　　

　　

　　 　　 　　

　　 　　 　　 　　

（ ）

　　 　　

　　 　　 　　 　　

　　　　

　　

　　 　　 　　 　　

　 　 　年　分 　 　 　年　分 　 　 　年　分

　　 　　 　　

　　

　　 　　

　　

　 　 　年　分
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　（参考）所得税の所得控除一覧（続）

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額　２００万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

支払金額が

  25,000円以下の場合

  25,000円超　　50,000円以下 支払金額×1/2＋12,500円

  50,000円超　100,000円以下 支払金額×1/4＋25,000円

  100,000円超

（個人年金保険料についても生命保険料控除と同じ仕組みで別枠控除される。）

短期損害保険の場合

支払金額が２,０００円以下 支払金額全額

       ２,０００円超　４,０００円以下 支払金額×１/２＋１,０００円

       ４,０００円超 ３,０００円

長期損害保険の場合

支払金額が１０,０００円以下 支払金額全額

       １０,０００円超　２０,０００円以下 支払金額×１/２＋５,０００円

       ２０,０００円超 １５,０００円

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１５,０００円）

｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の３０％） ｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の30％）

とのいずれか少ないほうの金額｝－１万円 とのいずれか少ないほうの金額｝－５，０００円

障 害 者 ２７万円（特別障害者　４０万円）

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２７万円（母子家庭　３５万円）

勤 労 学 生 ２７万円

３８万円

　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居特別障害者　７３万円）

３８万円（特定扶養　　 ６３万円）

　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居老親等　　　　５８万円）

　　（同居特別障害者　７３万円）

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎 ３８万円

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

最高　３８万円（他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象
配偶者に該当しない者で合計所得金額が７６万円未満の者）

配 偶 者

雑 損

医 療 費

支払金額全額

50,000円

扶 養

寄 附 金

損 害 保 険 料
（地震保険料）

生 命 保 険 料

項　　目 平　　成　　１７　　年　　分 平　　成　　１８　　年　　分

同　　左

同　　左



年分 年

地

地

金 金

金

金 金

       　 金

       

（ 度 　 ）

（ 付金 ） （ 金 ） （ 付金 ） （ 金 ）

金 金

　　（ 　　　　　　　 　 ）

（ ）

　（ 定 　　　 ）（ ）

　（ 　　　 　　　 ）（ ）

　（ 　　 ）（　　　 　　　  ）

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　 　　 　　年　　分

　　

　　

　 　 　年　分

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

（ 　 ）
　　（ 　 ）
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　（参考）所得税の所得控除一覧（続）

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％） ① （医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝ と１０万円とのいずれか低い金額｝ （限度額　２００万円）

（限度額　２００万円） ② （特定一般用医薬品等購入費－補てん額）－12,000円（限度額　88,000円）

上記①、②のいずれか

社 会 保 険 料 支払った金額

①旧契約に基づく保険料の支払金額が ②新契約に基づく保険料の支払金額が

  25,000円以下の場合 支払金額全額   20,000円以下の場合 支払金額全額

  25,000円超　　50,000円以下 支払金額×1/2＋12,500円   20,000円超　　40,000円以下 支払金額×1/2＋10,000円

  50,000円超　100,000円以下 支払金額×1/4＋25,000円   40,000円超　  80,000円以下 支払金額×1/4＋20,000円

  100,000円超 50,000円   80,000円超 40,000円

（一般・個人年金それぞれに適用） （一般・個人年金・介護医療それぞれに適用）

①②共にある場合 上記の合計額 （限度額１２万円）

平成19年分より損害保険料控除は廃止。平成18年12月31日

までに契約した長期損害保険料は、地震保険料控除に改組

①地震保険料の場合

支払金額が５０，０００円以下 支払金額全額

支払金額が５０，０００円超 ５０，０００円

②長期損害保険料の場合

支払金額が１０,０００円以下 支払金額全額

       １０,０００円超　２０,０００円以下 支払金額×１/２＋５,０００円

       ２０,０００円超 １５,０００円

①、②共にある場合 上記の合計額

（限度額　５０,０００円）

｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の40％）

とのいずれか少ないほうの金額｝－２，０００円

障 害 者

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２７万円（母子家庭　３５万円）

勤 労 学 生 ２７万円

３８万円

　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

３８万円（16歳未満の者を除く）

　（特定扶養　　　 ６３万円）（19歳以上23歳未満の者）

　（老　　　人　　　 ４８万円）（70歳以上の者）

　（同居老親等　　５８万円）（　　　 〃　　　  ）

基 礎 ３８万円 同　　左

同　　左

最高　３８万円
（他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控
除対象　配偶者に該当しない者で合計所得金
額が７６万円未満の者）

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

配 偶 者
特 別 控 除

平　　成　　２９　　年　　分

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

配 偶 者

扶 養

生 命 保 険 料

損 害 保 険 料
（地震保険料）

寄 附 金

２７万円（特別障害者　４０万円）
　　（同居特別障害者加算　３５万円）

項　　目 平　　成　　２４　　年　　分　　～　　平　　成　　２８　　年　　分

雑 損

医 療 費



納税 金 　（ 　  ）

　（ 　  ）

　（ 　  ）

納税 金

　 金

　　 　　 　　年　　分　　 　　 　　 　　 　　年　　分

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　


